
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農 業 会 議 だ よ り 
 

第 60 号・令和８年 3月 

発行：一般社団法人佐賀県農業会議 

【 内 容 】  
１ ． 地 域 計 画 の ブ ラ ッ シ ュ ア ッ プ 、 農 地 集 約 化 に 向 け た 協 議 に つ い て  

２ ． 地 域 計 画 の 充 実 ・ 実 現 に 向 け た 市 町 等 担 当 者 研 修 会  

３ ． 所 有 者 不 明 農 地 対 策 に つ い て  

４ ． 女 性 委 員 の 登 用 に 関 す る 意 見 交 換 （ 市 町 農 業 委 員 会 会 長 会 議 ）  

５ ． 農 業 委 員 会 女 性 協 議 会 現 地 視 察 研 修 会  ～ 中 村 農 産 、 粒 家 の 取 り 組 み ～

６ ． 頑 張 る 女 性 農 業 者  塚 島 フ ァ － ム  塚 島 信 子 さ ん （ 鹿 島 市 ）  

７ ． 新 規 就 農 者 と の 意 見 交 換 会 （ 太 良 町 農 業 委 員 会 ）  

８ ． 有 田 町 農 業 委 員 会 の 取 り 組 み に つ い て  

９ ． 雇 用 就 農 資 金 事 業 の 募 集 （ 令 和 ８ 年 度 第 １ 回 募 集 ）  

10． さ が 農 業 ×企 業 等 マ ッ チ ン グ サ イ ト の 開 設  

11． 農 業 者 年 金 の 加 入 推 進 に つ い て  

12． 全 国 農 業 新 聞 の 普 及 推 進 、 全 国 農 業 図 書 の 紹 介  

13． 常 設 審 議 委 員 会 の 結 果 に つ い て  

14． 今 後 の 行 事 予 定 に つ い て  

頑張る女性農業者 塚島 フ ァ － ム  塚 島 信 子 さ ん （ 鹿 島 市 ）  



令和７年３月末までに農業者等
の話し合いの結果を踏まえ、今後
の地域農業の在り方や農地利用を
示した１０年後の地域農業の設計
図である地域計画が佐賀県内のす
べての市町、３４３地区で策定さ
れました。 

この地域計画の策定はゴールで
はなく、地域農業の未来を考え、それを実現するためのスタートです。地域計
画の策定後も話し合いを継続し、地域計画の充実・実現に向けて実行していく
事が重要となります。 

このため、県と市町、
農業委員会は地域計画の
実現に向け、農地の集約
化の取り組みを積極的に
進めています。 

特に、令和７年度は嬉
野市、江北町、白石町の
３市町でモデル地区を設
定し、担い手による農地
集約イメージマップ（集
約マップ）の作成を行い
ました。 

集約マップとは、１筆ごとに耕作者を決めていくのではなく、将来的にどこ
のエリアを中心として耕作するかを大まかに決める方法です。この方法により
離農者が出た場合に、集約マップに沿って耕作者を決めていけば、徐々にその
エリアは１人の者に集約することになります。 

 
 １回目 ２回目 ３回目 
白石町 ８月４日（月） ９月１日（月） １月２８日（水） 
江北町 ８月５日（火） ８月２７日（水） １月２４日（土） 
嬉野市 ８月２１日（木） １月１４日（水）  
 
集約マップの話し合いでは、農地ごとに水はけなどの条件が違うことや地区

ごとに賃料の差があること、また、イノシシの被害が多い圃場は今後どうする
のか、など具体的な事柄について協議を深めました。 
 県では、この集約マップの取り組みをすべての市町に拡大していく予定で
す。 

１．地域計画のブラッシュアップ、農地集約化に向けた協議について 



２．地域計画の充実・実現に向けた市町等担当者研修会の開催 
 
県農業経営課は、2 月 12 日に佐賀市で地域計画の充実と実現に向けた研修会

を開催し、市町、農業委員会、ＪＡ、土地改良区の担当者など約 80 名が参加
しました。 

 

【研修の主な内容】 
○農地集約の加速化：県が推進する｢農地集約イメージマップ(集約マップ)｣

を紹介。農地活用の将来像を可視化し、住民との合意
形成を後押しする有効性を強調されました。 

○実践事例の共有  
江北町：集約マップの取り組みについて、農家の意向調査や話し合いの進

め方など農地集約に向けた具体的なプロセスを報告。 
 
多久市：地域農業の担い手不足を補う「企業参入」の事例を紹介し、信頼

関係構築のポイント等を共有しました。 
 
○支援制度の活用：令和 8 年度の地域計画関連予算や、農地集約・担い手の

支援に関する新たな施策等について県から説明がありま
した。 

地域計画は策定後の「実行」が重要です。農業会議としても県や関係機関と
連携し、地域計画の充実・実現に向けて支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．所有者不明農地対策について 
 
農地について相続が発生しても登記名義人が変更されず、権利関係が不明確

となり、農地が活用できないケースがあります。 
令和３年度に行われた調査によると、県内で相続未登記農地及び相続未登記

のおそれのある農地（所有者不明農地）は約 16,300ha、全農地の約 25%にもな
っています。 

そこで、所有者不明農地の発生防止のため、以下について周知をお願いします。 

 ◇相続登記の申請義務（不動産を相続で取得したことを知った日または遺産
分割が成立した日から３年以内） 

 ◇農地を相続した際の農業委員会への届出義務（農地法第３条の３） 
 
 なお、相続人が不明な農地や共有者が不明な農地について、農業委員会の探
索・公示手続を経て、中間管理機構を通して貸借できる制度が用意されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
また、当会議では、令和７年度から「所有者不明農地対策事業」に取り組んで

います。この事業は、県内で支援地域（モデル地域）を指定して所有者不明農地
の解消に取り組み、その事例を蓄積・横展開することで取り組みの広がりを促進
するものです。 

今年度は上峰町、みやき町、白石町の各１地域を支援地域とし、司法書士の協
力のもと、所有者不明農地の解消に向けて取り組んでいます。 

令和 8 年度は４地域で実施する予定ですので、お困りの案件があれば事務局
を通じてご相談ください。 



県農業会議は 12 月 15 日、市町農業委員会会⾧会議を開催し、女性農業委員 
の登用に係る国の目標「女性登用 3 割」達成に向けて、次年度の改選に向けた 
登用促進について意見を交わしました。 
 

【意見交換の要旨】   
○意義：女性の視点を農業委員会運営に反映させることは、地域農業の活性

化や円滑な合意形成に不可欠であるとの認識を共有。 
 
○課題：候補者の掘り起こし、委員の役割に対する理解不足、参画しやすい 

環境づくりなど課題は多い。 
  

○各市町の取組例、工夫 
・ＪＡ女性部や生活改善グループなど女性組織からの推薦依頼 
・会⾧による女性委員候補者への声掛け 
・退任する女性委員から次期女性委員候補者への働きかけ 
・中立委員に市町等の行政経験者を登用 
・女性の推進委員から農業委員への登用 

 
大園会⾧は「多様な視点が地域農業を支える力になる」と述べ、継続的な 

推進を強調されました。 
 
【女性委員の登用】 
    

農業会議では 12 月から 1 月にかけ市町を巡回し、会⾧・事務局⾧へ 
「現状プラス 1」の登用をお願いしました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
一人でも多くの女性委員の登用をお願いします！！  

４. 女性委員の登用に関する意見交換（市町農業委員会会⾧会議） 



５．農業委員会女性協議会現地視察研修会を開催 
～中村農産、粒家の取り組み～ 

 
県農業委員会女性協議会（会⾧：岩橋久美）は、2 月 19 日に小城市三日月町

で現地視察研修会を開催し、30 名が参加しました。 
 
【視察内容と経営事例】 

同市の農業委員・中村津多子氏が経営する「有限会社中村農産」と加工施設
「粒家」を視察。 

餅つき体験などを通して委員同士のより一層の交流を深めました。 
 
○大規模経営：18ha で米・麦・大豆を栽培し、孫や甥などの後継者も育成。 
○６次化の実践：自社農産物を使った餅や山菜おこわ等の製造・販売を行い 

加工による付加価値と経営の安定を向上。 
 

【交流と成果】  
視察では餅つき体験を通じた委員同士の交流に加え、販路開拓等に係る女性

視点の取り組みについて活発な意見交換を行いました。中村委員は「現場の経
験を共有し、共に学び合いたい」と話し、参加者は土地利用型農業と 6 次化を
組み合わせた経営の可能性を再確認しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



鹿島市で昭和 43 年から続く酪農家「株式会社塚島
ファーム」(代表取締役：塚島隆弘）で活躍する塚島
信子さんは、伝統の酪農を守りながら、自らの夢を
形にした６次産業化に挑戦しています。 

塚島ファームでは現在、搾乳牛約 50 頭を飼育。 
牛にストレスを与えない飼育方法を徹底し、健康

でおいしい牛乳づくりに取り組んでいます。また、
飼料となる牧草やとうもろこしは自家栽培し、牛の
糞は肥料として再利用する「循環型農業」を実践さ
れています。 

信子さんは千葉県松戸市出身。保育士や看護助手
として働いた後、酪農家の夫､隆弘さんとの結婚を機
に鹿島市へ移住。未経験からのスタートでしたが、牛と向き合う日々の中で酪
農への誇りを深めていったといいます。 

酪農の現場で働く中で「自分たちの牛乳
を直接届けたい」、「もっと多くの人に味わ
ってほしい」という気持ちが強まり、加工
販売への挑戦を決意。試行錯誤の末、2015
年に完成したのが「ステラジェラート」で
す。 

ステラは、イタリア語で「星」を意味
し、夜空の星のように毎日を輝かせたいと
いう願いが込められています。ジェラート
は、塚島ファームの搾りたて生乳をベースに佐賀県産の素材(ミルク、いちご、

抹茶、きなこ）を贅沢に使った自慢の逸品です。 
着色料・保存料不使用で、タマゴも使わず、牛乳

本来の味を大切にしています。ＳＮＳや口コミなど
で販路を広げ、現在では県内の道の駅、温泉宿やオ
ンラインでも購入できます。 

信子さんの挑戦は、家族の支えがあってこそ。 
酪農経営とジェラート製造・販売という二つの仕事
を家族で協力しながら続けてきました。息子さんも
将来は家業への就農を目指しているそうです。 
「毎日の酪農があってこそ、ジェラートも生まれ
る。牛たちと家族、そして支えてくれる地域の皆さ

んと共に未来をつくっていきたい。」その言葉には、酪農家としての誇りと地
域を豊かにしたいという力強いビジョンが感じられます。 
  

塚島ファ－ムのホ－ムペ－ジは、こちら⇒ 
 

 

６．頑張る女性農業者  
～酪農家の夢と挑戦～ ㈱塚島ファーム 塚島信子さん（鹿島市） 

 



７．新規就農者との意見交換会 ～太良町農業委員会～ 
 
太良町農業委員会は 1 月 6 日に「新規就農者との意見交換会」を開催し、農

業委員等 13 名と新規就農者 4 名が参加し、直面する課題について率直な意見
が交わされました。 

 
【現場が抱える主な課題】 

○農地確保の課題：耕作放棄地は多いが、直ちに利用可能なものは少ないと 
いった声がありました。 

○雇用の必要性：雇用負担や外国人技能実習生等の活用の必要性が議論され 
ました。 

○経営課題への要望等 
・新規就農者にとっては初期投資が負担となるため、補助や機械リース

の支援充実を求める要望が出されました。 
・作業効率化を図るため、スマート農業への期待が高く、特に傾斜地で

のラジコン草刈機の有効性が共有されました。 
 

【今後の対応】 
同委員会は、寄せられた現場の声を町の施策に反映させ、関係機関と連携 

して担い手の定着と農地の有効活用を推進していくこととしています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【農業委員会の体制】 
任期：令和６年４月 20 日～令和９年４月 19 日 
体制：農業委員９名、農地利用最適化推進委８名、事務局３名 

 
（１）有田町の概況等 
 有田町は、佐賀県西部に位置し、⾧崎県と隣接しています。町の中央には、
有田川が流れ、その両側には田畑が広がっています。 

主な作付作物は、米・麦・大豆で、露地野菜として高菜やたまねぎの栽培も
行われています。また、施設園芸も盛んで、アスパラガス、きゅうり、きんか
ん、ぶどう、いちごなど多様な作物が生産されています。畜産も重要な産業
で、町の農業振興を支える大きな柱となっています。 
 
（２）農業委員会の取り組み 

有田町では、農業委員と推進委員が連携し、各地区ごとに 2～4 名の体制で
活動しています。担い手への農地集積・集約化の支援、遊休農地の発生防止、
農地の適正利用の見守りなど、地域の実情に寄り添った取り組みを日々進めて
います。 
 
【地域計画の策定、ブラッシュアップ】 

令和 6 年度は地域計画の策定に向け、農業
委員・推進委員、地区農家が参加し、11 地区
で延べ 163 名が耕作意向の確認や地図作成に
取り組みました。 

現場の声を丁寧に拾い上げながら、将来の
農地利用の方向性を共有する貴重な機会とな
りました。 

本年度は、地域計画のブラッシュアップの
ため再点検を行いました。 

地域農業の状況は年々変化するため、継続的な確認と更新が欠かせません。
委員は地域を歩き、農家と対話しながら、より実態に即した地域計画づくりに
努めています。 

 
【農業者との意見交換会】 

昨年 9 月 5 日に開催した農業者との意見交
換会には 27 名が出席し、地域農業が抱える
課題について活発な議論が交わされました。 

特に、水路・農道・パイプラインなど農業
用施設の維持管理の負担が大きいこと、補助
制度を活用しているものの申請に伴う事務作
業が多いことが課題としてあげられました。 

また、農業従事者の高齢化が進む中で、
｢どのように担い手を確保し、次世代へ引き
継ぐべきか」という切実な課題を共有する場となりました。 

８．有田町農業委員会の取り組みについて 



９ ． 雇 用 就 農 資 金 事 業 の 募 集 （ 令 和 ８ 年 度 第 １ 回 募 集 ）  



 



10．さが農業×企業等マッチングサイトの開設 

 
さが農業×企業・団体・大学マッチングサイト 

     https://saga-chuusankan.com/saganougyou/matchingsite/ 



  12～1 月の新規加入状況は以下のとおりです。唐津市、嬉野市、大町町、白
石町で加入があり、唐津市、嬉野市、大町町が目標達成されています。特に唐
津市は、ご家族での加入などで、この 2 ヶ月で 9 名が加入されています。 

また、集計段階ですが、2 月に江北町と白石町で加入の報告があり、江北町
で目標達成および県目標も達成見込みです。日頃からの推進活動にご尽力いた
だきありがとうございます。 

今年度も残り 1 ヶ月となりますが、ラストスパートをお願いします！ 

★農業者年金の税制優遇★ 
 

①支払った保険料は、全額社会保険料控除の対象 
自分だけでなく家族分も含めて全額が「社会保険料控除」の

対象となり、所得税・住民税が軽減されます。 
経営状況に応じて月額保険料の増額や、1 年分をまとめて払

う「前納納付」により、その年の税軽減額をアップさせること
も可能です。 
②運用益は非課税 

一般の預貯金等の利子には約 20%の税金がかかりますが、
農業者年金の運用益は非課税のため、その分効率よく年金原資
が積み上がります。 

また、事務経費を国が負担しているため、支払った保険料の
全額が運用されます。 
③将来年金として受け取る際も、大きな控除 

受け取る年金には「公的年金等控除」が適用されます。65
歳以上で、公的年金等の合計額が 110 万円までであれば全額控
除されます。 
 

確定申告で、節税について考える機会が多くなる 
時期です。 
農業者へ税制優遇の PR をお願いします。 

税制優遇紹介のチラシも 
あります。 

3 月 5 日にオンラインセミナー
が開催されます。(次頁) 
是非ご参加ください。 

市町名 目標 12月 1月 合計 達成率 達成まで 市町名 目標 12月 1月 合計 達成率 達成まで

佐賀市 7 0 0 11 157% 達成 上峰町 1 0 0 0 0% 1

唐津市 11 2 7 11 100% 達成 みやき町 1 0 0 0 0% 1

鳥栖市 1 0 0 1 100% 達成 玄海町 2 0 0 0 0% 2

多久市 1 0 0 0 0% 1 有田町 1 0 0 1 100% 達成
伊万里市 3 0 0 0 0% 3 大町町 1 0 1 1 100% 達成

武雄市 1 0 0 3 300% 達成 江北町 1 0 0 0 0% 1

鹿島市 2 0 0 1 50% 1 白石町 6 5 0 16 267% 達成

小城市 3 0 0 3 100% 達成 太良町 3 0 0 0 0% 3

嬉野市 2 0 1 2 100% 達成 計 51 7 9 50 98% 1

神埼市 2 0 0 0 0% 2
吉野ケ里町 1 0 0 0 0% 1 20～39歳 36 3 4 27 75.0% 9

基山町 1 0 0 0 0% 1 女性 29 3 3 17 58.6% 12

11．農業者年金の加入推進について 



 

 



12． 全 国 農 業 新 聞 の 普 及 推 進 、 全 国 農 業 図 書 の 紹 介  
 
○全国農業新聞の普及推進 

 
令和 8 年度農業委員会改選市町は、 

退任委員の継続購読と新任委員の早期購読を 
お願いします！！ 

                      
                       令和 8 年 3 月現在 

 
 

     白石町農業委員会が委員皆購読を達成されました！！ 
 
 

 
｢全国農業新聞｣を是非ご購読お願いします！！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
農業委員会組織では、全国農業委員会会⾧大会の決議に 

基づき、農業委員・推進委員全員に「全国農業新聞」を 

購読いただく活動に取り組んでいます。 

 
全国農業新聞は、農地利用最適化活動や地域計画のブラッシュアップなど 
各委員が地域で活動に取り組む上で参考になる情報が満載されています。 
また、農業者に役立つ最新の技術や先進農家の取り組み等を紹介しています。 

 

～農業委員・推進委員１人・１年・1 部純増をお願いします～ 

市町名 目標 部数
目標達成

まで

委員

未購読数
市町名 目標 部数

目標達成

まで

委員

未購読
佐賀市 187 136 51 5 吉野ヶ里町 37 34 3 0

唐津市 123 101 22 4 基山町 21 17 4 1

鳥栖市 51 42 9 0 上峰町 18 13 5 2

多久市 51 41 10 0 みやき町 36 28 8 0

伊万里市 74 56 18 4 玄海町 30 23 7 0

武雄市 83 64 19 0 有田町 37 31 6 2

鹿島市 75 58 17 1 大町町 19 15 4 0

小城市 79 68 11 4 江北町 35 31 4 0

嬉野市 64 48 16 4 白石町 62 54 8 0

神埼市 74 63 11 2 太良町 44 32 12 0

農業会議 100 92 8
1,300 1,047 253 29

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

ご購読者の皆様へ 
全国農業新聞 購読料改定のお知らせ 

 日頃より全国農業新聞をご愛読いただきありがとうございます。   
 この度、令和８年４月より、下記の購読料に改定されます。 

■ 新聞購読料 （税込）：月額 900 円 （現行：月額 700 円） 

■ 電子版購読料（税込）：月額 700 円 （現行：月額 500 円） 

当新聞は農業委員会系統の組織紙として、「農政」「経営・技術」「地域の話題」の

観点から読者の皆様が「共感できる、身近でより親しまれる、読みやすい新聞」を

目指して制作されています。 

 購読料は、平成 27 年に月額 700 円に改定されて以降、10 年間据え置かれていま

す。この 10 年間、様々な経費削減に全力で取り組まれていますが、昨今の新聞の印

刷や発送、用紙費といった発行経費の価格高騰により、現行の購読料では安定的な

情報提供が困難になってきております。 

 購読者の皆様にご負担をお願いすることなり、誠に申し訳ございませんが、将来

にわたる安定的な情報提供活動を維持するため、上記のとおり購読料が改定される

こととなりました。 

 今後は、読者の皆様が当新聞をより楽しめるよう紙面の更なる質的向上を進める

とともに電子版を改良し、オンラインによる情報提供の強化に取り組まれています｡ 

  

【問い合わせ先】 
全国農業会議所：03-6910-1130 
※平日 9:00～17:00 

全国農業新聞電子版の申込はこちら 



○全国農業図書の紹介 

 
2025 年度版 農家相談の手引 
農地・経営対策に役立つ！支援制度の資料集！ 

農業委員・農地利用最適化推進委員や県・市町、農業関係

団体職員等が農業者から相談を受ける際に制度や、施策の

要点について説明するために活用できる資料集です。 

各種研修会のテキストとして、農業に関するさまざまな

制度を学ぶ手引書として幅広く使用できる、多くの情報を

わかりやすくまとめています。是非、活用いただきますよう

お願いします。【税込 880 円】 

 

 

４訂 農業委員・推進委員活動マニュアル  
「地域計画」の実現に向けて内容を一新！ 

「農業委員・推進委員が活動するために必要な情報を盛り

込んだマニュアルです。農業経営基盤強化促進法等の改正に

伴い、令和７年３月までに全国１万 8633 地区で「地域計画」

が策定されたことを踏まえ、内容を一新しました。 

第１章では農業委員会についての基礎知識や期待される

役割について、第２章では農業委員会の業務内容について解

説。第３章では「地域計画」の策定に向けて、どのように取

り組めばよいのか、また、「地域計画」策定後のブラッシュ

アップをどう進めて行くかを具体的に紹介しています。【税込 770 円】                
 

 

農地の法律がよくわかる百問百答 ４訂版 
Ｑ＆Ａ形式でわかりやすく解説！ 

農地法、基盤法、農地中間管理法、特定農地貸付法、市

民農園整備促進法など農地に関わる法律について、Ｑ＆Ａ

形式でわかりやすく解説しています。 

今回の改訂では、令和４年、令和６年の農地制度改正等

を反映しているほか、統計数字も最新のデータに見直しを

行っています。【税込 2,860 円】 

新刊図書の案内 



13． 常 設 審 議 委 員 会 の 結 果 に つ い て （ １ 月・２月） 

<農地法関係処理状況> 
【審議件数】 

回数 期日 区分 件数 

第 118 回 1 月 15 日 
第４条 １ 
第５条 6 

第 119 回 2 月 16 日 
第４条 １ 
第５条 5 

【田畑別件数及び面積（㎡）】 

回数 期日 区分 
田 畑 計 

件数 面積 件数 面積 件数 面積 

第 118 回 1 月 15 日 
第４条 0  － 1  3,630 1  3,630 
第５条 6  91,158 ２  3,694 6 94,852 

第 119 回 2 月 16 日 
第４条 0  － 1  5,676 1  5,676 
第５条 4  35,983 1  3,841 5 39,824 

※田・畑混合の案件があるため、件数の計が一致しない。 

1４．今後の行事予定について 

月 日 時間 場  所 内   容 

3 

12 10:00 グランデはがくれ 雇用就農資金募集説明会 

16 13:30 佐賀総合庁舎 第 120 回常設審議委員会 

22 13:00 
ガ－デンテラス佐賀 
マリトピア 市町農業委員会会⾧等研修会 

25 13:30 佐賀総合庁舎 第 20 回農業会議理事会 

4 
15 13:30 佐賀総合庁舎 第 121 回常設審議委員会（Web 併用開催） 

17 PM アバンセ 市町農業委員会事務局⾧会議 

5 

12 13:30 南島原市 農業委員会女性協議会視察研修会 

15 13:30 佐賀総合庁舎 第 122 回常設審議委員会（Web 併用開催） 

18 14:00 佐賀総合庁舎 農業会議監査・役員会 

22 13:30 グランデはがくれ 第 21 回農業会議理事会 

※2 月末時点の予定ですので変更もあります。公文書の確認をお願いします。 

        
ご予定お願いします！！ 

農地法第４条及び第５条の規定により県農業委員会ネットワーク機構（佐賀県農業
会議）に意見を求められた案件について、常設審議委員会で審議されました。 

第 118 回、第 119 回の件数及び面積については、下表のとおりです。 


